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企画競争実施の公示 

 
令和６年５月 14 日 

 
沖縄総合事務局 開発建設部長 中原 正顕 

 
 
次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 
 
１．業務概要 
（１）業務名 

令和６年度公共事業労務費調査集計修正業務 
（２）業務内容  

農林水産省及び国土交通省の二省では、公共工事の積算に用いる「公共工事設計労

務単価」設定のための基礎資料を得るため、毎年「公共事業労務費調査」を実施して

いる。 
本業務は、１０月に実施を予定している「公共事業労務費調査」に必要な、既存の

システム（工事選定・集計）及び調査実施の手引き等を、令和６年度調査に対応した

内容に更新するとともに、調査結果のデータを用いた集計表及びグラフを作成するこ

とを目的とする。 
（３）履行期間  

契約締結の翌日から令和７年２月 28 日 
 
２．企画競争参加資格要件 
（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当し

ない者であること。 
（２）企画提案書の提出時において、令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省

庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされた九州・沖縄地域の

競争参加資格を有する者であること。 
（３）有資格者が「会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の決定を

受けた者」又は「民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の決定

を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。 
ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書（写しでも可） 
イ 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証明する書類の写し 
ウ 上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届 

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続き開始の申し立てがなされている者（競争参加資格に関する公示に基づ
く再申請の手続きを行った者を除く）でないこと。 

（５）企画提案書等の提出期限から見積決定日までの期間に沖縄総合事務局長から指名停

止を受けていないこと。 

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

沖縄総合事務局開発建設部発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続してい

る者でないこと。 
（７）企画競争実施に係る説明書の交付を直接受けた者であること。 

※ 交付を直接受けた者とは、以下のとおりとする。 
・当局からＣＤ－Ｒ等の記録媒体または郵送により交付を受けた者 

（８）技術者等に関する要件 
管理技術者は以下のいずれかの資格を有する者とする。 
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・技術士（情報工学部門・総合技術管理部門（情報工学部門に関する学科に限る） 
・ＩＴストラテジスト 
・プロジェクトマネージャ 
・システムアーキテクト 
・データベーススペシャリスト 
・エンベデッドシステムスペシャリスト 
・ＩＴサービスマネージャ 
・システム監査技術者 
・応用情報技術者 
・基本情報技術者 
・ＰＭＰ（Project Management Professional） 
・ＩＴコーディネータ 
・ＭＣＳＥ（マイクロソフト認定ソリューションエキスパート） 
・ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）審査院資格以上 
・ＩＴＩＬエキスパートまたはマスター 

（９）業務実績に関する要件 
企業及び配置予定管理技術者は平成 26 年度以降公示日までに完了した業務におい

て、以下に示す条件を満たす１件以上の同種又は類似業務実績を有していなければな

らない。 
同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法

人の公共事業に関する統計処理・分析情報処理プログラムの開発（また

は改良）かつデータ処理を行った業務 
類似業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法

人の公共事業に関する統計処理・分析情報処理プログラムの開発（また

は改良）またはデータ処理を行った業務 
    
３．手続等 
（１）担当部局等 

〒 900-0006 
沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号 
内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約第一係 
電 話 ： 098-866-0031 （内線 2526、2527） 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 
交付期間：令和６年５月 14 日（火）から令和６年６月４日（火）までの土曜日、日

曜日及び祝日を除く毎日９時 00 分から 17 時 00 分まで。 
交付場所：３．（１）に同じ 
交付方法：交付希望者は、ＣＤ－Ｒ等の記録媒体（ＵＳＢメモリ等のディスク以外

の記録媒体は不可）を持参のうえ、３．（１）に備付の交付専用パソコ
ンから、電子データを保存し、交付を受けること。なお、郵送希望者は

ＣＤ－Ｒ等の記録媒体を返送用の封筒（切手添付）とともに３．（１）

宛てに送付すること。 
（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法 

提出期限：令和６年６月４日（火）12 時 00 分  
提出場所：３．（１）に同じ 
提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。） 

 
（４）企画提案に関するヒアリング 

本業務はヒアリングを省略する。 
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４．企画提案書を特定するための評価基準 
評価項目 評価のウエイト 

①企画提案書 実施方針 
実施体制 
評価テーマ 

２０ 
１０ 
３０ 

②基本事項 企業の業務実績 
予定担当技術者の業務実績 

１０ 
２０ 

③ワーク・ライフバランス等

の推進に関する指標 
女性活躍推進法に基づく認定 
次世代法に基づく認定 
若者雇用促進法に基づく認定 

１０ 

④参考見積 業務コストの妥当性 数値化しない 
 
５．その他 
（１）手続きにおいて使用する言語及び通過 

日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）関連情報を入手するための照会窓口 

３．（１）に同じ 
（３）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。 
（４）企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行

わない。 
（５）提案書に虚偽の記載を行った場合は、提出された提案書を無効にするとともに、虚

偽の記載を行った者に対して指名停止を行うことがある。 
（６）企画提案書提出後において、原則として企画提案書に記載された内容の変更を認め

ない。また、企画提案書に記載した担当者は、原則として変更できない。ただし、病

休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の配置予

定管理担当者であるとの発注者の承諾を得なければならない。 
（７）特定されなかった企画提案書は、必要に応じて返却する。ただし返却を希望する提

案者は、企画提案書を提出する際にその旨を申し出ること。 
（８）特定した提案内容については、行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった

場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 
（９）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであ

るが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではな
い。 

（10）詳細は説明書による。 
 

以 上 


